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学校施設のバリアフリー化
― 現状と今後の推進方策等 ―

文部科学省大臣官房 文教施設企画・防災部施設企画課長 森　　　政　之

１.はじめに

学校施設は、多くの児童生徒等が一日
の大半を過ごす学習・生活の場であり、
児童生徒等の健康と安全を十分に確保す
ることはもちろん、快適で豊かな空間と
して整備することが必要である。また、
学校施設は、地域住民にとって最も身近
な公共施設として、まちづくりの核、生
涯学習の場としての活用を一層積極的に
推進するとともに、地域の防災拠点とし
ての役割を果たすことが求められている。
したがって、学校施設を整備する際に

は、児童生徒、教職員、保護者、地域住
民等の多様な人々が利用しやすいように、
ユニバーサルデザインの観点から計画・
設計することが求められている。
このため、文部科学省では、これまで、

「学校施設バリアフリー化推進指針」や
「学校施設整備指針」において、学校施
設のバリアフリー化等に係る計画・設計
上の留意点を示すとともに、事例集にお
いて具体的な計画・設計手法等の事例を

周知してきた。また、学校施設のバリア
フリー化を行う際に必要な経費の一部に
国庫補助を行うなど、学校施設のバリア
フリー化の推進に取り組んできた。

２.バリアフリー法の改正

平成 14 年に「高齢者、身体障害者等
が円滑に利用できる特定建築物の建築の
促進に関する法律」（以下「ハートビル法」
という。）が改正され、学校関係では、
盲学校、聾学校および養護学校（現在の
特別支援学校）が、一定規模以上の建築
を行う場合に建築物移動等円滑化基準
（以下「バリアフリー基準」という。）適
合義務の対象となる施設（以下「特別特
定建築物」という。）として規定される
とともに、それ以外の学校についてはバ
リアフリー基準への適合が努力義務とな
る施設（以下「特定建築物」という。）
として規定された。
また、平成 18 年には、ハートビル法

と「高齢者、身体障害者等の公共交通機
関を利用した移動の円滑化の促進に関す

る法律」が統合・拡充され、「高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律」（以下「バリアフリー法」という。）
が制定された。
そして、令和２年５月にバリアフリー

法の一部が改正されるとともに、同年
10 月に同法施行令の一部が改正され、
特別特定建築物に公立小中学校等が新た
に位置付けられた。
具体的には、特別特定建築物（公立

小中学校等については令和３年４月以
降に建築等されるもの）については、
2,000 ㎡以上のものを建築等（新築、
増築、改築または用途変更）する際に、
バリアフリー基準適合が義務付けられ
るほか、2,000㎡未満のものを建築す
る際や、既存のものについてもバリアフ
リー基準適合の努力義務が課せられる。
その他の学校についても、引き続き、建
築等（新築、増築、改築、用途変更、修
繕または模様替え）をしようとするとき
には、バリアフリー基準適合の努力義務
が課せられる（図－１）。

図－１　改正前の建築分野におけるバリアフリー法の概要

出典：国土交通省資料を抜粋・加工
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また、改正法の附帯決議には、設置主
体や規模に関わらず、全ての学校施設の
バリアフリー整備を推進することや、既
存の学校施設であっても、数値目標を示
し、バリアフリー化を積極的に進めるこ
とが盛り込まれたところであり、改正法
の趣旨等を踏まえ、今後、公立小中学校
等をはじめとして、既存施設を含めた学
校施設のバリアフリー化を一層加速して
いく必要がある。

３.学校施設におけるバリア
フリー化の状況調査

バリアフリー法の改正を踏まえて文部
科学省が実施した「学校施設におけるバ
リアフリー化の状況調査」（令和２年５
月１日時点）によると、公立小中学校（義
務教育学校、中等教育学校の前期課程を
含む。）の校舎については表－１、屋内
運動場については表－２の通りである。
また、同調査においては、円滑な移動

等に配慮が必要な児童生徒や教職員が在
籍する学校におけるバリアフリー化の状
況、避難所に指定されている学校におけ
るバリアフリー化の状況等についても調
査しているが、既存施設のバリアフリー
化の状況として、多様な児童生徒や教職
員、保護者、地域の方々等が円滑かつ安
全・安心して利用する上で必ずしも十分
に整備されているとは言い難い状況であ
ることが明らかとなり、既存施設のバリ
アフリー化を一層推進していく必要があ
る。

４.報告書「学校施設におけ
るバリアフリー化の加速
に向けて～誰もが安心し
て学び、育つことができ
る教育環境の構築を目指
して～」の取りまとめ

令和２年５月のバリアフリー法の改正
等を踏まえ、文部科学省では同年７月に
「学校施設のバリアフリー化等の推進に
関する調査研究協力者会議」（主査：髙
橋儀平東洋大学名誉教授。）を設置した。
会議では、既存施設を含めた学校施設に
おけるバリアフリー化等を加速していく
ための方策等について検討がなされ、令
和２年 12 月に報告書「学校施設におけ
るバリアフリー化の加速に向けて～誰も
が安心して学び、育つことができる教育
環境の構築を目指して～」が取りまとめ
られた。報告書は、第１部として学校施
設におけるバリアフリー化の現状と課題

やバリアフリー化推進の基本的な考え方
と推進に係る方策、第２部として学校施
設バリアフリー化推進指針の改訂案、第
３部として、今後５年間に緊急かつ集中
的に整備を行うための整備目標案が示さ
れた。
【学校施設のバリアフリー化推進の基
本的な考え方】

第１部で示された、学校施設のバリア
フリー化推進の基本的な考え方のポイン
トは以下の通りである。
・学校施設は、多くの児童生徒が一日の
大半を過ごす学習・生活の場である。
したがって、児童生徒等の健康と安全
を十分に確保することはもちろん、快
適で豊かな空間として整備することが
必要。また、学校施設は、地域住民に
とって最も身近な公共施設として、ま
ちづくりの核、生涯学習の場としての
活用を一層積極的に推進するととも
に、地域の防災拠点としての役割を果
たすことが重要。

・「誰一人取り残さない（No one will 
be left behind.）」持続可能で多様
性と包摂性のある社会の実現を目指
し、互いを認め、支え合い、誰もが自
信と誇りをもって社会に参画し、障害
の有無や性別、国籍の違いなどに関わ
らず、人々がともに、安全・安心に生
き生きと暮らしていくために、学びの
基盤となる環境整備を力強く推進する
ことが重要。

・バリアフリー法等の各種法令や学校を
取り巻くさまざまな社会情勢等を踏ま
えた基礎的な条件整備として、新たに
学校施設を整備する際には、児童生
徒、教職員、保護者、地域住民等の多
様な人々が利用しやすいように、ユニ
バーサルデザインの観点から計画・設
計することが必要。また、既存施設
においても、ユニバーサルデザインの
考え方を念頭に、児童生徒等が安全
かつ円滑に施設を利用する上で障壁と
なるものを取り除くための方策等につ
いて十分に検討し、必要に応じて段階
的な整備を行うなど、計画的にバリア
フリー化を推進することが重要。その
際、さまざまな障害の特性にも考慮し
つつ、校舎や屋内運動場など建物内部
だけでなく、建物間や駐車場から建物
までの経路等も含めて学校内の円滑な
移動が確保できるようバリアフリー化
を目指すことが重要。
【学校施設バリアフリー化の推進に関
する方策】

報告書では、これらの環境整備を実現
するため、以下のような国における方策
が示された。
・バリアフリー化の実態を把握した上
で、国としての整備目標を設定し、進
捗状況を定期的にフォローアップする
こと

・学校施設バリアフリー化推進指針およ
び学校施設整備指針の改訂を行うこと

表－１　公立小中学校等施設におけるバリアフリー化の状況

（校舎）

※１　建物の出入口から、建物の出入口階にある教室等までの経路。
※２　１階建ての校舎のみ保有する学校は248校（総学校数の0.9％）。
　　　２階建て以上の校舎を保有する学校で、エレベーターが設置された学校は7,386校

（総学校数の26.2％）。

表－２　公立小中学校等施設におけるバリアフリー化の状況

（屋内運動場）

※１　建物の出入口から、建物の出入口階にあるアリーナ等までの経路。
※２　１階建ての屋内運動場のみ保有する学校は、17,060校（総学校数の61.2％）。
　　　２階建て以上の屋内運動場を保有する学校で、エレベーターが設置された学校は

1,327校（総学校数の4.8％）。
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・既存の学校施設に係る支援の充実とし
て、補助率の嵩上げ、エレベーターの
整備に係る建築単価の改定、適切な維
持管理が行えるよう必要な地方財政措
置の実施など

・学校施設のバリアフリー化推進のため
の普及啓発や技術的支援を図ること

・学校施設の周辺も含めた面的・一体的
なバリアフリー化を推進すること

・学校における心のバリアフリー化を推
進すること
また、学校設置者等における推進方策

としては、以下のような方策が示された。
・学校施設のバリアフリー化の実態につ
いて的確に把握した上で、今後、国が
設定する整備目標も踏まえ、整備目標
を設定すること

・バリアフリー化に関する整備計画を策
定し、既存施設も含め整備を計画的に
実施すること

・都道府県においては域内の学校施設の
バリアフリー化が加速するよう支援を
行うこと

５.「学校施設バリアフリー
化推進指針」の改訂

文部科学省では、有識者会議における
議論を踏まえ、学校施設のバリアフリー
化等の推進に関する基本的な考え方や学
校施設のバリアフリー化等を図る際の計
画・設計上の留意点を取りまとめた「学
校施設バリアフリー化推進指針」を改訂
した。そのポイントは以下の通りである。
・インクルーシブ教育システムの理念を
構築し、教育環境を充実していく重要
性を明記。

・既存施設も含めた学校施設のバリアフ
リー化を一層推進していく重要性を明
記。

・建物内部はもとより、敷地内の経路等
も含めたバリアフリー化の重要性を明
記。

・障害のある児童生徒と障害のない児童
生徒との交流および共同学習の円滑な
実施への配慮の重要性を明記。

・求められる防災機能を発揮できる学校
施設として計画することの重要性を明
記。

・バリアフリー化の整備計画の策定に際
し、学校施設を利用する地域の障害
者、高齢者、妊産婦等の意見を聞き、
検討することの有効性を明記。また、
円滑な利用に対する障壁を的確に把握
すること、重点的・優先的に対応すべ
き施設・設備を明確化し整備目標を設
定すること等の重要性を明記。

・学校施設の長寿命化改修の機会の活用
を含めたバリアフリー化の重要性を明
記。

・使いやすく、安全で快適な各室計画と
なるよう、教室等の計画や、移動しや
すい屋内の通路、円滑に利用できる階
段、トイレの洋式化、車椅子使用者用
トイレ、出入口の整備など、計画・設
計上の留意点を追記。

６.学校施設のバリアフリー
化に関する整備目標の設
定・通知

文部科学省では、バリアフリー法の改
正法の附帯決議に整備目標に関する言及
がなされたことや、学校施設におけるバ
リアフリー化の状況調査の結果や報告書
等を踏まえ、公立の小中学校等を対象と
し、以下のような将来的に目指す姿と、
既存施設を含めた学校施設のバリアフ
リー化に関する国としての整備目標を令
和２年 12月 25 日付けで定め、都道府県
教育委員会等学校設置者に対し通知した。
【将来的に目指す姿】
公立小中学校等について原則すべての

学校施設において、車椅子使用者用トイ
レ、スロープ等による段差の解消、エレ
ベーター等のバリアフリー化がなされ、

障害の有無に関わらず誰もが支障なく学
校生活を送ることができる環境が整備さ
れていることを目指す。
【令和７年度末の整備目標】
文部科学省では、バリアフリー法に基

づく基本方針における整備目標期限とな
る令和７年度末までの５年間に緊急かつ
集中的に整備を行うための整備目標（表
－３）を示した。
車椅子使用者用トイレについては良好

な避難生活を送る上で重要な機能である
ことから、避難所に指定されているすべ
ての学校に整備することとしている。
また、スロープ等による段差解消は、

円滑な移動を行う上で欠かせないもので
あり、全ての学校において備えるべき基
本的な機能と位置づけ、全ての学校に整
備することとした。この際、迅速かつ段
階的な整備を図る観点から、小修繕や既
製品による対応も含め、段差の解消を積
極的に促進することとしている。
更に、エレベーターの整備については、

円滑な移動等に配慮が必要な児童生徒や
教職員が在籍している学校においては、
人的サポートが無ければ日常的な上下階
の移動を円滑に行うことが困難であるこ
とから要配慮児童生徒等が在籍する全て
の学校に整備することとした。

７.おわりに

文部科学省では、今般のバリアフリー
化に関する状況調査の結果や、有識者会
議の報告書、国の整備目標等について都
道府県教育委員会等学校設置者に対し通
知するとともに学校設置者におけるバリ
アフリー化の計画策定、計画的な整備を
要請した。今後は、好事例の横展開、財
政支援の充実を図り、学校設置者の取組
を積極的に支援する予定である。

表－３　公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標


